
平成国際大学における公的研究費による物品購入・納品・検収について

（納品業者のみなさまへ）

平 成 国 際 大 学

平 成 28 年 6 月 （ 初 版 ）



１．検収体制整備の概要

　納品物品に対する検収を徹底するために、平成26年4月1日より検収
班を整備し、検収体制の強化を図っております。
　ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いします。



２．検収班に関すること

　本学では、物品購入におけるチェック機能として、検収班（大学事務局）
を設置し、納入物品に対する検収を行うこととしています。

※検収担当者の検収後、納品を行ってください。

貴   社 

検収担当者 

・物品の確認 

・納品書へ検収印 

研 究 者 

・物品の確認・・・受領確認 検 収 



平成○○年○○月○○日

伝票番号　○○○○○○○
（ 記 入 例 ）

平 成 国 際 大 学 法 学 部

○○○○○ 殿
株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○
代表取締役 ○○○○○

○○○○ ○○○○ ○,○○○円○○個 ○○,○○○円

合　　　計

納　品　書

金　○○,○○○円

３．納品書に関すること

　納品書には必ず日付をご記入願います。

○○,○○○円

品名 規格・メーカー 数量 単価 金額

納品の日付を必ず記入してくださ

い。 

発注先を明記してください。 
（例：平成国際大学法学部 ○○○○教

授） 



　　

４．納品手続きに関すること

　直接、研究者へ物品を搬入しないでください。

※検収担当者の検収印及び受領印（サイン）のないものについては、支払が出来ない場合が
ありますので、ご注意ください。

検収班（大学事務局）へ「納品書」とともに物品を搬入してください。 

検収班（大学事務局）が納品書記載の品目・数量と物品を検収し、納品書に検収印を押印します。 

 研究者へ納品書（日付・検収担当者の検収印入り）と物品を渡してください。この際、必ず受領

年月日及び受領印（サイン）をもらってください。 
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公的研究費による物品購入・納品・検収業務体制について（大学発注）

【 重 要 】 全 て の 購 入 物 品 に つ い て 、 大 学 事 務 局 検 収 班 が 納 品 の 事 実 を 確 認 し ま す 。
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